
 

 

 

 

音楽鑑賞教育マイスター会員に新規入会くださる方は、こちらの会員規程に同意の上お申し込みください。 

 

 

公益財団法人音楽鑑賞振興財団 

賛助会員「音楽鑑賞教育マイスター会員」に関する規程        平成 25年 9月 財団理事会規定 

 

（趣旨） 第 1条 この規程は、当財団定款第 47条第2項に基づき、

賛助会員（以下、「会員」という。）について必要な事項を定めるものと

する。 

 

（名称） 第 2条 この規程に基づく会員を「音楽鑑賞教育マイスター

会員」と名づける。 

 

（目的） 第 3条 当財団は、音楽鑑賞教育に関する様々なサービス

を会員に提供するとともに、会員相互の啓発、親睦を図ることにより、

我が国の音楽教育の発展に寄与する。 

 

（会員） 第 4 条 会員は、当財団の趣旨に賛同し、後援する個人と

する。 

 

（入会手続き） 第5条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書

を提出しなければならない。 

 

（会員資格の取得日） 第 6 条 会員は、入会申し込みを行った後、

速やかに年会費を納入するものとし、年会費の入金をもって入会日

とする。 

 

（会費） 第 7条 会員は毎年 4月末日までに年会費を納入しなけれ

ばならない。ただし、入会年については、当財団が指定した期日まで

に納入するものとする。 

2 年会費は 1口 5,000円（税別）とする。 

3 年会費は、当財団が発行する季刊誌の発行費用に充てられる。 

 

（会員期間） 第 8条 会員期間は、毎年 4月 1日から翌年の 3月末

日までの 1 年とする。ただし、入会年については、入会のあった日か

ら翌年の 3月末日までとする。 

 

（会員の特典） 第 9条 会員は次の特典を享受することができる。 

（1） 当財団が発行する季刊誌の配布を無料で受けることができる。 

（2） 当財団が主催する講習会等に割引料金で参加できる。 

（3） その他、当財団が音楽教育の充実、発展につながるサービス

を提供する場合に、これを享受することができる。 

 

（退会） 第 10 条 会員はいつでも当財団に対する書面での申し出

により、退会することができる。 

 

（除名） 第 11 条 会員が次の各号の事由に該当するときは、理事

会の決議により除名することができる。 

（1） 違法行為又は著しく道義にもとる行為をするなど、会員として相

応しくないとみとめるとき 

（2） 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 6

条第 6項に該当するに至ったとき 

2 前項の規程により、理事会が会員を除名しようとするときは、当該

会員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（改正） 第 12 条 この規程は、理事会の決議により改正することが

できる。 

 

（補則） 第 13 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が

定める。 

 

附則 この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

 

音楽鑑賞教育マイスター会員 会員規程 


